
令和８年１月 
健康医療部健康推進室国民健康保険課 

■ 算定結果概要（令和７年１２月 確定係数） 

・市町村標準保険料率（大阪府統一保険料率） 

 所 得 割 均 等 割 平 等 割 賦課限度額 

医 療 分 ９．５０％ ３４，９９０円  ３３，９０８円  ６６万円  

後 期 分 ３．０６％ １１，１９１円  １０，８４５円  ２６万円  

介 護 分 ２．６０％ １８，６８２円  ０円  １７万円  

子 ど も 分 ０．２８％ １，８４１円※ ０円    ３万円 

（参考：令和７年度本算定） 

 所 得 割 均 等 割 平 等 割 賦課限度額 

医 療 分 ９．３０％ ３４，４２４円 ３３，５７４円 ６５万円 

後 期 分 ３．０２％ １１，０３４円 １０，７６１円 ２４万円 

介 護 分 ２．５６％ １８，７８４円 ０円 １７万円 

■ 主な算定条件（概要） 

○ 府内全体で必要な事業費納付金総額を算定し、市町村ごとの所得水準、被保険者数、世帯数に応じて按分。 

○ 統一保険料率となるよう、市町村ごとの医療費水準は反映しない。 

○ 賦課方式は以下のとおり。 

・医療分・後期分 ：〔賦課方式〕３方式、〔賦課割合〕所得割、応益割（均等割６：平等割４） 

・介護分・子ども分：〔賦課方式〕２方式、〔賦課割合〕所得割、応益割（均等割） 

○ 平成30年度からの追加公費のうち、普通調整交付金、特別調整交付金（子ども被保険者数）、  

 保険者努力支援制度（都道府県分）等を算入。 

■ 主な変動要因（概要） 

○ 算定上の推計被保険者数 約１５０.７万人  
※ 自然増減（出生と死亡）及び純移動（資格取得・喪失）という２つの変動要因の将来値に基づき被保険者数の推計を行うコーホート要因法に基づき推計。 

○ 算定上の一人当たり費用の主な増減要因（対前年度本算定差額） 

■ 本算定における保険料抑制のための工夫 

【参考：都道府県標準保険料率】 

医療分 後期分 介護分 子ども分 

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 
18歳以上 
均等割 

９.４７％ ５８,３１６円 ３.０５％ １８,６５２円 ２.５８％ １８,６８２円 ０.２８％ １,７４５円 ９６円 

※都道府県標準保険料率とは、都道府県比較を行うために２方式（所得割、均等割）で算出したもの。 

≪増要因≫ ・子ども・子育て支援納付金の増（新規） 約７,６４９円 

 ・保険給付費の増 約７,４２７円 

 ・前期高齢者交付金の減 約２,４６０円 

≪減要因≫ ・国普通調整交付金(医療分＋後期分＋介護分＋子ども分（新規））の増 約５,９３５円 

 ・療養給付費等負担金の増 約３,３３６円 

 ・子ども・子育て支援納付金国庫負担金の増（新規） 約２,４４８円 

 ・財政安定化基金の取崩（前期高齢者交付金の精算に備えた留保財源の活用） 約２,１６９円 

・保険料抑制 計 約２７８億円 約１９,５５９円 

・特別調整交付金（統一達成による激変緩和） 約１５億円 約１,０００円 

・財政調整事業による保険料抑制財源の確保 約２６３億円 約１８,５５９円 

（内訳） 大阪府国民健康保険特別会計における剰余金の活用 約８６億円 約５,７０６円 

 財政安定化基金の取崩（前期高齢者交付金の精算に備えた留保財源の活用） 約２０億円 約１,３４７円 

 保険者努力支援制度交付金（都道府県分）の活用 約４５億円 約２,９５７円 

 都道府県繰入金（２号）の１号振替 約５０億円 約３,７８２円 

 過年度の保険料収納見込額 約５２億円 約４,０８７円 

 市町村からの事業費納付金を通じた保険料抑制 約１０億円 約６８０円 

令和８年度国保「市町村標準保険料率」の本算定結果について（概要） 

資料１ 

※ 子ども分については、均等割合計の値。均等割と 18 歳以上均等割の値については別紙のとおり。 
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■ 算定結果概要（令和７年１２月 確定係数） 

・市町村標準保険料率（大阪府統一保険料率）（子ども分：均等割合計内訳） 

市 町 村 名 均 等 割 合 計 
 

均 等 割 18 歳以上 均 等 割 

1 大 阪 市 １，８４１円 １，７４５円  ９６円 

2 堺 市 １，８４１円 １，７４２円  ９９円 

3 岸 和 田 市 １，８４１円 １，７２５円 １１６円 

4 豊 中 市 １，８４１円 １，７５３円  ８８円 

5 池 田 市 １，８４１円 １，７６６円  ７５円 

6 吹 田 市 １，８４１円 １，７７５円  ６６円 

7 泉 大 津 市 １，８４１円 １，７４４円  ９７円 

8 高 槻 市 １，８４１円 １，７７８円  ６３円 

9 貝 塚 市 １，８４１円 １，７２４円 １１７円 

10 守 口 市 １，８４１円 １，７３２円 １０９円 

11 枚 方 市 １，８４１円 １，７６３円  ７８円 

12 茨 木 市 １，８４１円 １，７６６円  ７５円 

13 八 尾 市 １，８４１円 １，７３５円 １０６円 

14 泉 佐 野 市 １，８４１円 １，７４３円  ９８円 

15 富 田 林 市 １，８４１円 １，７４６円  ９５円 

16 寝 屋 川 市 １，８４１円 １，７３３円 １０８円 

17 河 内 長 野 市 １，８４１円 １，７７５円  ６６円 

18 松 原 市 １，８４１円 １，７３４円 １０７円 

19 大 東 市 １，８４１円 １，７２５円 １１６円 

20 和 泉 市 １，８４１円 １，７２２円 １１９円 

21 箕 面 市 １，８４１円 １，７３２円 １０９円 

22 柏 原 市 １，８４１円 １，７６２円  ７９円 

23 羽 曳 野 市 １，８４１円 １，７２７円 １１４円 

24 門 真 市 １，８４１円 １，７３０円 １１１円 

25 摂 津 市 １，８４１円 １，７３４円 １０７円 

26 高 石 市 １，８４１円 １，７２８円 １１３円 

27 藤 井 寺 市 １，８４１円 １，７３１円 １１０円 

28 東 大 阪 市 １，８４１円 １，７４０円 １０１円 

29 泉 南 市 １，８４１円 １，５８０円 ２６１円 

30 四 條 畷 市 １，８４１円 １，７３０円 １１１円 

31 交 野 市 １，８４１円 １，７６７円  ７４円 

32 島 本 町 １，８４１円 １，７８４円  ５７円 

33 豊 能 町 １，８４１円 １，８２１円  ２０円 

34 能 勢 町 １，８４１円 １，７３４円 １０７円 

35 忠 岡 町 １，８４１円 １，７３６円 １０５円 

36 熊 取 町 １，８４１円 １，７３１円 １１０円 

37 田 尻 町 １，８４１円 １，７２９円 １１２円 

38 阪 南 市 １，８４１円 １，７５８円  ８３円 

39 岬 町 １，８４１円 １，７８４円  ５７円 

40 太 子 町 １，８４１円 １，７４３円  ９８円 

41 河 南 町 １，８４１円 １，７５１円  ９０円 

42 千 早 赤 阪 村 １，８４１円 １，７８６円  ５５円 

43 大 阪 狭 山 市 １，８４１円 １，７５２円  ８９円 

 

（別 紙） 




